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に対応した車両を設計



滋賀県草津市（大学キャンパス）

愛知県一宮市（5G）

愛知県豊橋市（テーマパーク）

東京都お台場（臨海・観光）

神奈川県横須賀市（リサーチパーク）

東京都江東区（商業施設）

仙台空港（空港）

大阪府（鉄道車両基地）

東京都新宿区（遠隔監視・保険）

長野県飯田市
（VR連動）

東京都三宅島（離島・観光）

日本郵便
（物流）

エコパ（スタジアム）

山口県宇部市（道の駅）

大津市（道の駅）

豊田市（道の駅）

大阪府堺市
（無線充電）

福岡市（VR連動）

西播磨（公道バス）

埼玉県坂戸市（公道バス）

愛知県 日間賀島（離島・公道バス）

秋田県大館市（公園内旅客搬送）
長野県塩尻市
（複数台遠隔）

岡山県玉野市（公道搬送ロボット）

静岡県松崎町（中山間地域旅客）

愛知県西尾市
(市街地タクシー)

愛・地球博
記念公園
(モリコロパーク)









自動運転 に向けた意見

SAE Level4を目指した自動運転ソフトウェア(Autoware)開発、
及びAutowareを使用した車両でのサービスを目指す事業者として以下の項目を考慮し検討いただきたい

懸念事項概論
1．サービスの事業性(コスト)，利便性を考慮しないと社会実装できないが，実現安全レベルなどとの
トレードオフの関係にある

2．サービスの事業性・利便性には国内と海外の法規などの統一性も重要
3.   施策や制度の導入からサービス施行までの時間がかかるのでタイミングも重要

詳細
1. 自動運行装置が道交法の遵守，合理的に予見可能・回避可能な事故を起こさないという要件を満たす
必要があるが，事前の設計や評価のためには懸念がある
-刑事責任を問われない運転動作を予め設計できるか？
-他車とのインタラクションで過失責任が微妙なケースを線引きできるか？
-歩行者の飛び出しなどに対する，どこまで回避責任があるのか？(場合によっては故意の飛び出し等)
-回避しないと乗員が死傷する場合に，二次被害の可能性を考えてどうするか？

2.レベル4で運転以外の支援(車掌的なサービス)をするオペレータが同乗の場合や遠隔レベル3で遠隔の
オペレータが存在する場合に非常時に制動SWなどを操作する場合は，2種免許が必要になるのか？



自動運転 に向けた意見

詳細続き
3. LSAVなどの20km/hまたは30km/hの速度で走行するモビリティサービスのシャトルバスを導入する場合，
公共性があり，ある意味交通弱者になるため，なんらかの優先(優先レーン，交差点などの優先ルール)
を導入する可能性はどうか？
そのためのインフラ(信号制御・通信)導入(前提)の可能性はどうか？

4. 自動運転の社会実装の課題の1つである，道交法の遵守レベルが一般の他の車両とズレがある問題は
どうやって解決するか。(合流時などの修正は認識）

5.  道路交通法が人のドライバを前提に義務としていることをどこまで機械に期待するか？
-警察官の手信号認識対応
-緊急自動車(通信なし)への対応
-泥はね

6. 自動運転車の挙動を周囲の交通参加者に知らせる方法
-全ての人に有効で現実的なコストで納まる方法はない
-現在の灯火の延長線で現実的な表示を決め，それを周知することが現実的か？




